
情報公開規程 
 
 
第１章 総則 
 
 
（⽬的） 
第１条 
 この規程は、公益社団法⼈天童⻘年会議所（以下、本会議所という。）が、そ
の活動状況、運営内容及び財務状況等を積極的に公開するために必要な事項を
定めることにより、本会の公正で開かれた活動を推進することを⽬的とする。 
 
 
第２章 責務・公開⽅法 

 
 
（法⼈の責務） 
第２条 
 本会議所は、この規程の解釈及び運⽤に当たっては、原則として、⼀般に情報
公開することの趣旨を尊重するとともに、個⼈に関する情報がみだりに公開さ
れることのないよう最⼤限の配慮をしなければならない。 
 
（情報公開の⽅法） 
第３条 
 本会議所は、情報の種類に応じ、公表、書類の事務所備え置き並びに電磁的⽅
法により⾏うものとする。 
２．前項の規程による情報公開の内容、⽅法等の詳細は理事⻑が定める。 
 
 
第３章 備え置き・閲覧 
 
 
（書類の事務所備え置き） 
第４条 
 本会議所は、法令の規定に従い、書類の事務所備え置きを⾏い、閲覧請求に対
し、その閲覧・⼀部の謄写を許可するものとする。 



 
（事務所備え置きの書類） 
第５条 
 前条の事務所備え置きの対象とする書類と保存期間は以下に掲げるものとし、
次条に規定する閲覧場所に常時備え置く。 
（１）定款その他諸規程 永久 
（２）会員名簿及び会員の異動に関する書類 
（３）理事、監事の名簿 １０年 
（４）認定、許可、認可等及び登記に関する書類 
（５）理事会及び総会の議事に関する書類 １０年 
（６）財産⽬録 ５年 
（７）事業計画書及び収⽀予算書、資⾦調達及び設備投資の⾒込みを記載した

書類 １０年 
（８）事業報告書及び計算書類、附属明細書 １０年 
（９）監査報告書 １０年 
（１０）会計帳簿 １０年 
２．前項中の保存期間として備え置き期間を表⽰しているものについては当該
備え置き期間分の書類を、備え置き期間を表⽰していないものについては当該
最新の書類を公開する。 
 
（閲覧場所及び閲覧⽇時） 
第６条 
 本会の事務所備え置きの対象とする書類の閲覧場所は、本会議所事務局とす
る。 
２．閲覧の⽇は原則として、⼟⽇・祝祭⽇・本会議所の休⽇を除く平⽇とし、閲
覧の時間は、午前１０時から午後２時までとする。 
 
（閲覧等に関する事務） 
第７条 
 閲覧希望者から第５条に掲げる書類の閲覧等の申請があったときは、次によ
り取り扱うものとする。 
（１）様式１に定める閲覧（謄写）申請書に必要事項の記⼊を求め、提出を受け

る。 
（２）閲覧（謄写）申請書が提出されたときは、様式２に定める閲覧受付簿に必

要事項を記載し、閲覧に供する。 
（３）謄写を希望する者から謄写の請求があったときは、実費負担を求め、これ



に応じる。 
 
（その他） 
第８条 
 この規程に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は理事⻑が理事会
の決議を経てこれを定める。 
 
（個⼈情報等の消去・廃棄） 
第９条 
 保有する必要がなくなった個⼈情報等については、直ちに当該個⼈情報を消
去・廃棄しなければならない。 
 
 
規程の改廃 
（本規程の改廃） 
第１０条 
 この規程の改廃は、理事会の決議を経て⾏う。 
 
 
附則 
 この規程は、平成２３年７⽉２⽇より施⾏する。 
  



 


